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1
１．第13回制度設計WGにおける検討
（１）制度設計WGにおける検討の対象

 第１３回制度設計WGにおいて、発電設備の設置等に伴う電力系統の増強及び事業者の
費用負担等の在り方について検討され、発電設備の設置に伴う電力系統の敷設・増強の
うち、ネットワーク側の送配電設備に関する基本的な考え方が提示された。

（第13回制度設計WG資料6-3より抜粋）



2
１．第13回制度設計WGにおける検討
（２）基幹系統の費用負担の考え方

 第13回制度設計WGにおいて提示された基幹系統の費用負担の考え方は以下のとおり。
 基幹系統については、原則として、一般負担
 特定の電源からの送電を目的として設置・増強される場合であって、特定の電源から
の送電のみを目的として運用される部分は、例外として、基幹系統以外と同様の評
価により一般負担額・特定負担額を算出

（第13回制度設計WG資料6-3より抜粋）
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 ネットワーク側の送配電設備にかかる費用負担の考え方について、「一般負担額が、
「ネットワークに接続する発電設備の規模に照らして著しく多額」とされる基準額（以下、
「一般負担基準額」という。）を超えた額については、特定負担」とし、その基準額は「あら
かじめ広域機関が指定する」こととなった。

（第13回制度設計WG資料6-3より抜粋）

１．第13回制度設計WGにおける検討
（３）一般負担基準額について



4
１．第13回制度設計WGにおける検討
（４）一般負担とされた費用の一般電気事業者間での精算について

 また、発電所のために発電所が立地する供給区域のネットワーク側の送配電設備の増強
等をする場合で、他の供給区域へ発電した電気を送電する場合における増強費用につい
ては、事業者間精算により基本的には回収できていると評価された。

（第13回制度設計WG資料6-3より抜粋）



5２．広域系統整備計画における費用負担のイメージ

 第１３回制度設計WGにおいて提示された基本的な考え方を踏まえ、ネットワーク側の送
配電設備に関する費用負担のイメージを以下に示す。

【基幹系統の費用負担の考え方】
 基幹系統については、原則として、一般負担
 特定の電源からの送電を目的として設置・増強される場合であって、特定の電源からの送電のみを目的とし

て運用される部分は、例外※として、基幹系統以外と同様の評価により一般負担額・特定負担額を算出
※現在検討中の東北東京間連系線に係わる計画策定プロセスにおいて、当該連系線の増強等にあわせて新
設等を行った電源から供給される電力の受給又は振替供給に係る契約であって、連系線の容量を長期安
定的に確保すべき契約として認定された契約おいて確保された連系線の容量に相当する部分は、基幹系
統に係る一般負担の例外となる。

 基幹系統（含む連系線・連系設備）の費用負担

原則、一般負担

 基幹系統以外（及び基幹系統の例外）の費用負担

一般負担の限界額を超えた部分は、特定負担

注）図は原則としての考え方を図示したイメージであり、実際の負担割合を示したものではない。

一般負担の限界額

一般負担特定負担

一般負担額の割合特定負担額の割合



6（参考）基幹系統以外の費用負担の考え方（第13回制度設計WG）

 費用負担割合の算出にあたっては、ネットワーク側の送配電設備の増強等によって供給
信頼度や系統運用性が向上することによる受益などを踏まえ検討を行う。

（第13回制度設計WG資料6-3より抜粋）



7（参考）基幹系統以外の費用負担の考え方（第13回制度設計WG）

（第13回制度設計WG資料6-3より抜粋）



8３．一般負担基準額の検討の進め方

 第１３回制度設計WGにおける議論を踏まえ、一般負担基準額を広域機関として
定めるべく検討を開始する。

 一般負担基準額は、長期方針や広域連系系統の整備に対して、きわめて大きな
影響を与えると考えられるため、広域系統整備委員会にて議論を行うこととした
い。

 今後、過去の実例や海外の状況について調査を行い、これらのデータを基礎とし
つつ、我が国の将来的・全国的な電力系統のあるべき姿を実現する観点から、
一般負担基準額は如何にあるべきかの検討を進めることとしたい。


